
 

 

平成27年8月6日（木） 

愛知県精神保健福祉センター 

平成 27年度 8月 理事会 議事禄 

 

 

第一部 

会長挨拶 

 先日開催されたソーシャルワーカーデーの委員会が開催された。PSWの活動範囲が広がったことを実感した。

会報にこれからの方針を掲載した。事務局法人化について具体的に検討していく。 

Ⅰ 議題 

① ソーシャルワーカーデー2015 実施報告 

 現在アンケート集計を行っている。集計が出次第，理事会で報告する。一般の参加者が８５名で，学生の参加が

５７名であった。学生を対象とした内容であったが，今後の課題として養成校から学生への PR 等の方法について

検討が必要であると感じた。次回の委員会は，１０月２６日に開催する予定。次年度の開催のための実行委員会を

スタートさせる予定である。 

 参加理事からの感想として， 

 ・養成校と職能団体が合同で開催するのは全国的にも珍しく，愛知県の特徴でもあるため，次年度以降もこの特

徴を生かした企画が望ましい。 

 ・養成校が参加した学生に対して，参加したその後の変化等についての情報が欲しい。 

 ・活躍する女性 CW ということでシンポジウムを開催したが，参加者が若い人が多かったため，将来にこのシン

ポで聞いたことを思い出して参考になればよいと感じる。 

 ・シンポの発表者のバランスを考える必要があったと感じる。聞き方を変えれば，結婚して子どもがいる女性 CW

ではない女性 CWには聞きづらかったかもしれないと感じる。 

 ・前半の新人の CWの苦しみ，悩んでいることを聞き，非常に印象的であった。 

② 基幹研修Ⅰ【8月29日（土）～30日（日）国際会議場 展示室211】 

８月１０日締切であるが，参加数が伸び悩んでいるため，８月１５日まで締め切りを延ばしたいと考えている。 

ブロックで参加促進の周知を願いたい。８月２０日参加証発送する予定である。また，８月１８日には会場下見

を行う予定である。当日担当する委員については９時に集合でお願いしたい。また，当日，台風などの天災等の

場合の開催の可否についての判断とその周知についてどうするか検討願いたい。 

 ・台風等の天災での開催の可否については，一日目と二日目でも対応が変わる。（講義の枠が決まっているた

め，２日間の講義を受けなければ受講証を発行できないためである。）また，原則開催をする方向とするが，未

曽有の災害等については，一日目から開催できなければ，二日目は開催しないこととする。ただし，一日目開催

した場合で二日目開催できなければ振替え開催も検討する必要がある。全 P協会からテキストを前もって購入し

て準備するため，テキスト代は欠席者に請求しないといけない。懇親会については，場所だけ確保してコースで

の予約はしない方向で対応する。 

③ 初任者研修【11月8日（日）あいち福祉】 

７月２日に委員会を開催し，日時と内容を検討した。内容は例年通り，「精神医学の専門知識」，「社会資源」，

「先輩 PSWからの実践報告を聞いた後のグループワーク」とした。講師等の調整を行い，「精神医学」につい

ては，愛精協に依頼し桶狭間病院藤田こころケアセンターの藤田院長が講師をしていただけることになった。

「社会資源」については，多くの意見が出たが，アセスメントの重要性を考え，過去に西三河でアセスメント

研究をしたものを基礎に梅村相談役にアセスメントについての講義を依頼した。当時作成した「アセスメント

について」の冊子を冊数があれば資料として配布したい。「先輩 PSW」については，SVを受けているバイジー

経験のある人を選定したいと考え，池戸会長がバイザーとして SV している大高クリニックの川口氏に依頼済
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みである。依頼文章を事務局から送付願いたい。また，当日の挨拶について，池戸会長に願いたい。三県合同

打合せ会議を８月１７日に開催予定としている。今年度の各県持ち寄り金は，会場利用の関係もあり，各県５

万円としたい。非会員の参加費について昨年は千円であったが，今年度はどうするか検討願いたい。 

・依頼文章については，事務局から送付する。 

・挨拶については池戸会長が行うこととする。 

・非会員の参加費については，事業費を勘案して３千円とする。（他専門職種団体は初任者研修を重要な事業

として位置付けており，会員でもそれなりの会費を徴収していることも勘案した） 

・天災時の開催について，ホームページに掲載する旨を案内に載せること。 

・当日の緊急連絡先を案内に記載すること。 

④ あした天気【1月30日（土）熱田区講堂】 

８月１１日に委員会を開催予定で現在プログラム及び予算を検討している。 

⑤ 愛知県 psw協会大会【2月27日（土）～28日（日）天の丸（蒲郡市）】 

８月４日に会場見学をした。昨年に比べ，使用できる部屋等が多い。ただし，宿泊費用が高めである。 

内容は例年通りとするが，二日目の分科会を三県で担当を受け持つ方向で調整中。また，SV委員会から一枠欲

しいとの要望があり，お願いする方向としている。一日目のシンポジウムはまだ未定であるが，若手 PSWの実

践を聞く機会にしても良いのではないか。引き続き委員会を行い，内容を決めていく予定である。次回委員会

は８月２７日開催予定。 

⑥ 例会Ⅰ【9月13日（日）名古屋都市センター】 

Y問題について，大野先生に講演いただく予定である。また竹中相談役に取りまとめをお願いしている。大野

先生から講義時間を長く設定してほしいと依頼があったため，３時間の講演時間となった。例会終了後に大野

先生を囲んで懇親会を開催予定としている。当時のことを知っている方から聞ける貴重な機会のため，懇親会

への参加も勧めていきたい。 

・貴重な内容であるため，ビデオ撮影について先生に許可を取った上で記録を残していったらどうだろうか。 

 →確認後，記録として残していく予定とする。 

⑦ 災害対策支援活動員会【9月5日（土）ML講習会】 

日本福祉大学美浜キャンパスで開催予定 

  ９号館で行う予定であるが，非常にわかりにくい場所であるため，駐車場で９時５０分に待ち合わせして会場

まで案内してもらう。基本的に持ってくるものはないため，担当者が来てくれれば、当日使う PC も用意してく

れることになっている。 

⑧ 各委員会報告 

後半で各部会を行う。 

 会報委員会より（北①ブロック） 

    第１回会報を作成・発出できた。今後新しい記事も考えている。また，例年通り研修会等の出席者からの

感想も載せていきたいため，開催の際には会報に掲載してもらうことができる人の選定等の依頼を行うこと

も在るため，協力願いたい。 

⑨ 各ブロック報告 

 北①  ８月２８日に開催予定。全国大会報告の予定 

 北②  ７月２２日に北林病院と親愛の里の事例報告を行う。次回９月１６日開催予定。 

 知多  ７月３０日に全国大会報告を行う。次回８月２１日納涼会開催予定。 

 尾張西 ７月３０日に全国大会報告を行う。 

 西三河 ７月１６日に全戸大会報告を行った後,テーマを決めてグループワークをした。 

     ８月２０日に東三河と合同懇親会を開催予定 

   東三河 ８月２０日西三河と合同懇親会を開催予定。８月２１日に名古屋保護観察所の月花調整官から医療 
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観察法についての報告を行ってもらう予定。 

⑩ 日本協会報告 

鈴木理事より 

・８月１日に奈良県に支部が設立されたことで，日本Pの悲願であった４７都道府県すべてに支部が設立され

たことになった。 

・第１回東海北陸ブロック会議を９月２７日に開催することになった。今回は，来年から設定される代議員に

ついて，各県での代議員の選挙について,各県で代議員の候補を検討しておくことと，選挙までの流れについ

て打合せする予定である。愛知県は４人の代議員を選出する必要があるが，立候補が無い場合も想定して，あ

る程度候補を理事会で検討しておく必要があると考えている。また，立候補の場合，支部からの推薦が必要と

なるなど，立候補するためには書類等の準備が必要となる。代議員となった場合，来年５月に東京での総会へ

の参加をすることになるが，その後は，総会と全国大会が分けられて開催されることになる。代議員の役割と

しては，県内の会員の意見集約を行い，課題を代議員会で報告する役割を持っている。日本 Pからの会報等に

もタイムスケジュールが掲載されているため，参考にしてもらいたい。 

竹中相談役より 

・ニュースにもなっているが，東京の榎本クリニックの問題について厚生労働省から日本 Pに対して調査報告

の依頼が入っている。榎本クリニックのメンタル相談員が生活保護の相談を受けており，ある患者から人権擁

護委員会を通じて弁護士が告発したものである。榎本クリニックは８年前にもホームレスをデイナイトへ通所

させるなどの問題があり，注視されていた。生活保護による精神科受診について世間の目が厳しくなる恐れが

あるため，注目しておくことが大切である。 

・現在，診療報酬改定の審議がなされている。今回の改定では精神科医療について減額していく方向のようで

あるが，可能性としてデイナイトケアの診療報酬にメスを入れてくる可能性が高い。今後の動きに注目する必

要がある。 

⑪ 入退会審査 

入会５名 退会１名 変更５名 ←承認 

⑫ その他 

・日本福祉大学の大谷先生からアンケートの依頼が来ている。内容確認したが，特段の問題は無いため，承認とした 

い。←アンケート結果を会員に報告することを前提に承認とする。 

Ⅱ その他報告 

出席・派遣等依頼 

① 名古屋地方裁判所 司法修習生向け精神保健参与員講師依頼 H27/9/9（水）13:30～15:45（中住相談役） 

② 平成27年度刑事施設、少年院、更正施設及び保護観察所と地方公共団体、公共の衛生福祉に関する機関等との連絡協議

会H27/7/15（水）13:30名古屋法務合同庁舎 A棟9階大会議室（事務局 森） 

③ 西尾市成年後見センター運営適正化委員 

田野事務局次長が出席者を調整中 

④ 平成27年度 自殺予防街頭啓発キャンペーン9/10（木）8:30～9:30JR名古屋駅 

事務局田野事務次長が出席するが，他にも出席可能の理事がいれば事務局まで連絡する。 

⑤ 愛知県弁護士会 合同学習会8/25（火）14:30～17:00愛知県弁護士会館 5階 講師：梅村相談役 PSW参加（未定） 

及び「暮らしとこころの相談会」9/10（木）10:00～18:00愛知県弁護士会館 3階（未定） 

  8/25の意見交換会については１０名程度の参加を希望があるため，各ブロックから１～２名程度の参加者を選定した上

で，事務局へ連絡する。また，終了後には懇親会が開催される予定となっており，懇親会参加の可否についても併せて連

絡すること。 

  9/10 については，１～２名（１の場合は一日，２の場合は半日）の選出が必要である。今年度は北１,２ブロックから

出席者を選出することになってるため，北２からは宮原副会長が出席予定とする。北１については検討中。 
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Ⅲ 後援名義等依頼 

 【後 援】 

・ 平成27年度こころの健康フェスティバルあいち（11月21日（土）名古屋文理大学文化フォーラム） 

→例年通り後援する。 

・ ギャンブル・アルコール依存症治療共同体セレニティパークジャパン名古屋フォーラム 

 （平成 27年10月25日（日）東別院ホール） 

  →実態がつかめないため，今回は断るが，今後の活動を確認した上で，今後の後援については検討とする。（社会福祉士

会については，後援を断ったとの情報あり） 

 【求 人】 

・ 豊川市役所 相談員 

・ 名古屋西保健所 嘱託相談員 

 →ホームページに掲載。 

第二部 

 各部会 

 

◇次回理事会  平成27年9月3日（木）14:00～17:00 愛知県精神保健福祉センター 

〔議事録順番〕 5月/知多 6月/尾張西 7月/北2 8月/北1 9月/南 10月/東三河 11月/西三河 


